
 

社会保険等未加入対策に係る手続きのフロー図 

 

          ■対象工事の場合 

H27 年 11 月更新版 

横浜市財政局 

監督部署 

⑨ 

未加入業者を通報 

監督部署 

元請業者→監督部署 

監督部署→工事担当課 

と公共施設・事業調整課 

工事担当課→元請業者 

元請業者→工事担当課 

工事担当課 

→公共施設・事業調整課 
工事担当課→契約第一課 

と公共施設・事業調整課 

公共施設・事業調整課 

→建設業許可部局 

①社会保険等の加入状況の確認 
施工体制台帳等で、すべての下請負業者について確認 

加入・適用除外 未加入 

②社会保険等未加入状況報告書の提出 （様式１） 
（様式１）を監督員に提出 ※（様式１）は電子データも提出 

対策不要 

③工事担当課と公共施設・事業調整課へ書類送付 

 （様式１） 
（様式１）及び該当部分の「施工体制台帳の写し・再下請負通知書の写し」

を送付 ※（様式１）は電子データも提出 

④社会保険等の加入が確認できる書類の請求 

 （様式２） 
指定期間内（原則 1 か月）に社会保険等の加入が確認できる書類の提出

を請求 

⑤-2 社会保険等の加

入が確認できる書類

が未提出 

⑤-1 社会保険等の加

入が確認できる書類

の提出 （様式３） 

⑦未加入業者を報告 

 （様式４） 
（様式 4）で未加入業者を報告 

⑥加入確認を連絡 

 （様式３） 
（様式３）の写しを送付 

⑧-1 指名停止措置 

⑧-2 工事成績減点 

ペナルティ無 
国や県等の建設業許可部

局に未加入業者を通報 

※（様式 1）には、全ての未

加入業者を記載してくださ

い。 

※一次下請業者に未加入

業者がいない場合は、財

政局公共施設・事業調整

課のみへ書類を送付してく

ださい。工事担当課への

書類送付は不要です。 

公共施設・事業調整課

へは、一次下請業者を

含む全ての未加入業者

の情報を送付してくださ

い。 

⑥で加入確認できたも

のは通報しません。 

二次下請以下の場合
一次下請の場合

④の請求日から

原則１か月 

契約第一課 

[提出先: za-ykokyo@city.yokohama.jp ] 


